
 

 

 

第１章 名称 
 第１条 この会は香深中学校生徒会といいます。 

 
第２章 組織 
 第２条 この会は、香深中学校の生徒を会員として組織し、諸先生を

顧問とします。 

 
第３章 目的 

第３条 この会は会員が協力して、学校生活の向上をはかることを

目的とします。 

第４条 この会は、目的を果たすために次の行動をします。 

 １．会員がよりよい学校生活が送れるように努めること。 

 ２．各学級や各縦割り活動（部、局、校外班など）を開き、協力し

あうこと。 

 ３．生徒集会や行事・ボランティア活動などを積極的に主催・参

加すること。 

 ４．明るい校風をつくるための活動をおこなうこと。 

 
第４章 機構 

第５条 目的を達成するため、機構を組織図のようにします。 

     （組織図参照） 

 
第５章 役員 

第６条 この会には、次の役員を置きます。 

生徒会会長（１名）、副会長（１名）、書記（１名）、 

議長（１名） 

 第７条 生徒会の役員を生徒会本部役員とよび、生徒全員 

の選挙によってそれぞれ選ばれることとします。 

第８条 

 １．生徒会本部役員は次のようなことをします。 

  ①生徒会で行う行事の企画・運営。 

  ②生徒会の要望を学校に提出するに関すること。 

  ③学校を代表し、他の学校や機関と連絡をはかること。 

２．生徒会本部役員はそれぞれ次の仕事を行います。 

 （会 長）生徒会を代表し、すべての仕事に責任を持つ。 

 （副会長）会長とともに生徒会の中心となって活動し、ま   

      た会長がいない場合はその仕事を代行する。 

 （書 記）会長・副会長を助け、生徒会の運営に関する資   

      料をととのえる。 

 （議 長）生徒会活動全般の司会・進行役を務める。 

第９条 生徒会役員の任期は、前期（４月～11月）、後期 

（11月～４月）とします。後期の役員は１・２年生とします。 

 第 10条 生徒会役員は、任期終了後も立候補しその任に就くことが

できます。役員に欠員ができた場合は、選挙規定に従い補欠

選挙を行い、残り期間を務めることができます。 

 
第６章 生徒総会 

第 11条 生徒総会は前期（４月）、後期（11月）、学年末（２月）に

開催することとし、会長が招集します。その他会長が必要

と判断した場合は、臨時で総会を開催することができます。 

 第 12条 生徒総会は生徒会最高の議決機関であり、次のことを決め

ます。 

  １．会則・校則の制定および変更。 

  ２．年間計画や行事の決定. 

  ３．その他、第３章の目的達成に必要なこと。 

 第 13条 生徒総会の決議は出席会員の過半数を必要とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第７章 代表委員会 

第 14条 代表委員会は生徒会会長が必要と判断したときに、必要な

会員を招集して開きます。 

第 15条 代表委員会の活動を以下のようにします。 

 １．香深中学校をよりよい学校にするために話し合いを行います。 

  ２．各機関から提出された事項を審議します。 

 
第８章 局活動 

第 16条 局活動は、よりよい学校環境にしていくために、様々な活

動を行います。 

第 17条 局活動では、局長、副局長をおきます。局長、副局長は局

員のなかから選びます。 

第 18条 局活動は、局長が必要と判断したときはいつでも開けます。 

第 19条 局活動は次の局とします。 

 １．保健文化局 

 ２．学習図放送局 

第 20条 （削除） 

第 21条 各局の活動内容 

 １．保健文化局：健康で安全な生活を送るための活動や体育活動 

を活発に行う中心となる活動。 

  ２．学習図放送局：校内を少しでも盛り上げるための校内放送 

活動。本を読んでもらう活動 

   

 
第９章 部活動 

第 22条 部活動は心身の成長および仲間意識を深める活動をします。 

第 23条  各部活動にはキャプテン、副キャプテンをおきます. 

第 24条 入部は 1年次 4月で全員加入とし、原則３年間継続、毎年

４月に継続確認を行うこととします。ただし特別な事情や

強い意志があって、転部を希望する場合は、先生や保護者

や部員とよく話し決めることとする。 

第 25条 部活動は、次のものをおくこととします。 

 １．野球部 

 ２．バレー部 

 ３．卓球部 

 （※その他を別に定める） 

 第 26条 各部は必要に応じてミーティングを行い、目標達成のため

に話し合いをします。 

 第 27条 （削除） 

 
第 10章 特別委員会 

第 28条 特別委員会は、選挙管理委員会と体育祭実行委員会をおき

ます。選挙管理委員は、各学年より 1 名選出します。選挙

管理委員長は、委員のなかから選びます。委員長は、選挙に

関すること、および投票、開票を管理します。体育祭実行委

員は各学年より 1 名選出します。体育祭実行委員長は委員

のなかから選びます。委員長は体育祭に関すること、およ

び競技、進行を管理します。 

 
第 11章 付則 

第 29条 この会の運営に必要な経費として会費 2,000円を徴収しま

す。 

第 30 条 この会の会計年度は 4月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし

ます。 

第31条 この会則は平成 19年4月 1日から実施することとします。 

第 1回改定：平成 22年 4月 23日（即日施行） 

第２回改定：平成 24年 4月 26日（即日施行） 

第３回改定：平成 28年４月 26日（即日施行） 

第４回改定：令和 03年４月 27日（即日施行） 
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